
 

 

議案第３３号 

  

   前橋市手数料条例の改正について 

  

  令和６年３月１４日提出 

                        前橋市長 小 川   晶   

  

  

   前橋市手数料条例の一部を改正する条例 

  

 前橋市手数料条例（昭和５１年前橋市条例第４３号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第２第３項第２号エ中「第１条の２」を「第１条の３」に、「第１条の３」を

「第１条の４」に改め、同号オ中「１１８万円」を「１４５万円」に、「１４１万

円」を「１７２万円」に、「１５９万円」を「１９２万円」に、「１９５万円」を

「２３６万円」に、「２２７万円」を「２７４万円」に、「４５５万円」を「５６４

万円」に、「５８２万円」を「７２４万円」に、「７０７万円」を「８７９万円」に

改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、別表第２第３項第２号エの

改正規定は、公布の日から施行する。 


